
１３ よしかわ議会だより

　

当
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
案

件
は
、
条
例
５
件
、
補
正
予
算
担
当

分
３
件
、
一
般
会
計
予
算
担
当
分
、

特
別
会
計
予
算
４
件
、
請
願
１
件
の

合
計　

件
で
、
３
日
間
に
わ
た
り
慎

１４

重
な
審
査
を
委
員
全
員
出
席
の
も
と

行
い
ま
し
た
。

①
第　

号
議
案　

吉
川
市
国
民
健
康

１４

保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て
は
、
課
税
体
系
等
の
見

直
し
を
行
い
、
４
方
式
を
２
方
式
に

変
え
、
税
率
の
改
正
を
す
る
も
の
。

ま
た
、
委
員
か
ら
平
等
割
を
３
万
３

千
円
と
す
る
修
正
案
が
だ
さ
れ
、
根

拠
や
財
源
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数

で
原
案
の
と
お
り
可
決
。

②
第　

号
議
案　

吉
川
市
介
護
福
祉

１５

総
合
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て
は
、
所
要
の
改
正
並
び
に

平
成　

年
度
の
介
護
保
険
の
激
変
緩

２０

和
措
置
及
び
介
護
福
祉
施
策
の
一
部

を
変
更
す
る
た
め
の
所
要
の
改
正
を

す
る
も
の
。
採
決
の
結
果
、
賛
成
全

員
で
可
決
。

③
第　

号
議
案　

吉
川
市
ひ
と
り
親

１７

家
庭
の
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
は
、
老
人
保
健
法
が
改
正
さ
れ
、

平
成　

年
４
月
か
ら
高
齢
者
の
医
療

２０

の
確
保
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ

る
た
め
文
言
の
整
理
を
す
る
と
い
う

も
の
。
採
決
の
結
果
、
賛
成
全
員
で

可
決
。

④
第　

号
議
案　

吉
川
市
重
度
心
身

１８

障
害
者
医
療
支
給
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て 

は
、
平
成　

年
４
月
か
ら
老
人
保
健

２０

制
度
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移

行
す
る
た
め
、
文
言
の
整
理
等
。
採

決
の
結
果
、
賛
成
全
員
で
可
決
。

⑤
第　

号
議
案　

吉
川
市
国
民
健
康

１９

保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て
は
、
保
険
事
業
、
葬
祭
費

の
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と

の
併
給
調
整
等
を
行
う
た
め
の
改 

正
。
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
可

決
。

⑥
第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

２４

１９

市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

担
当
分
に
つ
い
て
は
、
障
害
福
祉
費

の
減
額
の
理
由
に
つ
い
て
、
当
初
の

見
込
み
人
数
よ
り
利
用
者
が
少
な
い

な
ど
。
ま
た
、
光
熱
水
費
の
増
額
に

つ
い
て
は
昨
年
の
猛
暑
が
影
響
し
て

冷
房
や
プ
ー
ル
の
利
用
が
増
え
た
等
。

採
決
の
結
果
、
賛
成
全
員
で
可
決
。

⑦
第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

２５

１９

市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
３
号
）
に
つ
い
て
は
、
採
決

の
結
果
、
賛
成
全
員
で
可
決
。

⑧
第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

２８

１９

市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）
に
つ
い
て
は
、
地
域
包

括
セ
ン
タ
ー
の
業
務
内
容
に
つ
い
て

質
疑
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
賛
成

全
員
で
可
決
。

⑨
第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

３０

２０

市
一
般
会
計
予
算
担
当
分
の
健
康
福

祉
部
関
係
で
は
、
福
祉
有
償
運
送
事

業
の
実
施
内
容
は
と
の
質
疑
に
対
し
、

高
齢
者
や
障
が
い
者
を
対
象
に
行
う

移
送
事
業
で
あ
る
。
が
ん
検
診
・
基

本
健
康
診
査
に
つ
い
て
、
健
康
増
進

計
画
と
国
保
等
と
の
関
連
に
よ
る
見

通
し
の
立
て
方
に
対
し
て
、
今
回
の

医
療
制
度
の
改
正
に
伴
っ
て
、
基
本

検
診
は
保
険
者
に
変
わ
っ
た
が
、
特

定
保
険
指
導
を
保
健
セ
ン
タ
ー
で
委

託
し
実
施
す
る
。
教
育
委
員
会
関
係

に
つ
い
て
は
、
栄
小
学
校
の
マ
ン
モ

ス
化
に
伴
う
取
り
組
み
と
し
て
、
エ

ア
コ
ン
が
整
っ
た
プ
レ
ハ
ブ
校
舎
を

最
初
に
利
用
し
、
本
校
舎
を
特
別
教

室
に
利
用
す
る
な
ど
の
配
慮
を
し
た

い
。
図
書
購
入
費
削
減
の
中
で
、
平

成　

年
度
は
２
千
７
百
冊
の
購
入
を

２０
予
定
。
ま
た
、
物
価
の
高
騰
で
給
食

費
の
値
上
げ
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う

献
立
を
工
夫
し
、
食
材
の
使
い
方
に

配
慮
し
な
が
ら
進
め
た
い
と
の
こ
と
。

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
可
決
。

⑩
第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

３１

２０

市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
に

つ
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

へ　

歳
以
上
が
移
行
し
減
少
と
な
る
。

７５
老
人
保
健
拠
出
金　

億
円
が
１
ケ
月

１２

分
の
拠
出
に
な
り
約
１
億
円
と
減
少

し
、
そ
の
反
面
、
後
期
高
齢
者
支
援

金
で
７
億
円
拠
出
し
、
そ
の
差
額
が

減
少
す
る
。
全
体
と
し
て
２
億
６
千

５
百
万
円
の
減
額
に
な
る
等
。
採
決

の
結
果
、
賛
成
多
数
で
可
決
。

⑪
第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

３３

２０

市
老
人
保
健
特
別
会
計
予
算
に
つ
い

て
は
、　

年
度
か
ら
は
後
期
高
齢
者

２０

医
療
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

３
月
ま
で
の
清
算
分
の
支
払
い
と
な

る
。
そ
の
後
の
請
求
は
一
般
会
計
か

ら
の
支
出
に
な
る
と
の
こ
と
。
採
決

の
結
果
、
賛
成
全
員
で
可
決
。

⑫
第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

３５

２０

市
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
に
つ
い

て
は
、
介
護
予
防
事
業
が
始
ま
る
中

で
、　

年
度
は　

年
度
の
２
倍
を
予

２０

１９

定
し
て
い
る
等
。
採
決
の
結
果
、
賛

成
全
員
で
可
決
。　

⑬
第　

号
議
案　

平
成　

年
度
吉
川

３６

２０

市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

に
つ
い
て
は
、
全
体
を
３
千
６
０
５

人
と
し
、　

％
が
特
別
徴
収
と
見
込

８０

ま
れ
る
。
吉
川
市
の
平
均
は
８
万
７

４
９
０
円
と
な
っ
て
い
る
等
。
採
決

の
結
果
、
賛
成
多
数
で
可
決
。

⑭
請
願
第
１
号　

「
消
え
た
年
金
」

問
題
の
早
期
解
決
と
最
低
保
障
年
金

制
度
の
実
現
を
求
め
る
意
見
書
に
関

す
る
請
願
に
つ
い
て
は
、
要
請
１
に

つ
い
て
、
国
の
責
任
で
早
急
に
解
決

す
べ
き
と
の
意
見
が
多
数
。
要
請
２

に
つ
い
て
は
、
制
度
の
趣
旨
は
理
解

で
き
る
が
、
そ
の
財
源
を
ど
う
す
る

の
か
、
も
っ
と
議
論
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
の
意
見
が
多
数
。
採
決
の
結

果
、
賛
成
全
員
で
採
択
。
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